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【特別児童扶養手当】
　特別児童扶養手当は、精神または身体に障がい
がある20歳未満の児童を家庭において監護（保
護者として生活の面倒を見ていること）している
父もしくは母、または父母に代わって児童を養育
している方に支給される手当です。
　（所得による支給制限があります）
○手当の対象となる児童の障がいの程度
　・身体障害者手帳の判定がおおむね1 ～ 3級
　　（内部疾患含む）程度
　・療育手帳の判定がⒶ・A・B程度
　※この手当と児童扶養手当、障害児福祉手当と
　　の併給は可能です。
○次のような場合は、手当を受けることができま
　せん。
　①児童が障がいによる公的年金を受けることが
　　できる場合
　②児童が児童福祉施設（保育所・通園施設・肢
　　体不自由施設への短期母子入所を除く）に入 
　　所中の場合
○支給月額　1級　51,100円　　
　　　　　　2級　34,030円
※受給資格があっても申請をしなければ支給され
　ませんのでご注意ください。

【児童扶養手当】
　児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母
と生計をともにしていない子どもに対し、養育さ
れる家庭（ひとり親家庭）の生活の安定と自立の
促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを
目的として、支給される手当です。
○手当を受けることができる方
　　次の①～⑨に当てはまる児童を監護している
　ひとり親家庭の父・母または両親に代わってそ
　の児童を養育している方（養育者）
　※この場合の児童とは、18歳に達する日以後、
　　最初の3月31日までの児童をいいます。
　　ただし、心身におおむね中程度以上の障がい
　　（特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障
　　がい）がある場合は、20歳未満までとなり
　　ます。
　①父母が婚姻を解消した児童
　②父または母が死亡した児童
　③父または母が一定程度の重度の障がいの状態
　　にある児童
　④父または母の生死が明らかでない児童
　⑤父または母が引き続き1年以上遺棄（連絡等
　　がとれず児童の養育を放棄していること）し
　　ている児童

ご存じですか？
特別児童扶養手当・児童扶養手当　

公共下水道公共汚水ます設置申請について
　公共下水道の管渠整備がお済みの地区で、新規
宅地化のために公共汚水ますの設置を希望する方
は、下水道課へ申請をする必要があります。
　申請から設置までには、標準工事で3か月の期
間を要しますので、早めの申請をお願いします。
　 【料金・負担金に関すること】
　  下水道課庶務G　☎53-7250
　 【工事に関すること】
　  下水道課公共下水道G　☎53-7250

問

　⑥父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘
　　禁されている児童
　⑦母の婚姻によらずに生まれた児童
　⑧母が児童を懐胎した当時の事情が不明である
　　児童
　⑨父または母が配偶者からの暴力の防止及び被
　　害者の保護に関する法律による保護命令（母
　　または父の申し立てで発せられたものに限
　　る）を受けた児童
○次のような場合は手当を受けることができません。
　①児童が児童福祉施設等に入所しているなど、
　　受給資格者が養育していると認められない場合
　②請求者（受給者）が老齢福祉年金以外の公的
　　年金を受けることができる場合
　③児童が父または母の死亡により遺族年金等の
　　公的年金を支給されるとき、父または母に支
　　給される公的年金の加算対象になっている場合
　④請求者（受給者）に婚姻の届出をしていない
　　が、事実上婚姻関係と同様の相手がいる場合
○支給月額（所得により支給額の制限があります）
　　全部支給　42,000円
　　一部支給　41,990 ～ 9,910円
　　なお、2名以上の児童を有する受給者に係る
　加算月額は、第2子5,000円、第3子以降一人
　につき3,000円です。
※平成23年4月から障害年金の配偶者や、子の加
　算制度が改正されました。これに伴い、障害年 
　金の加算対象児童についても児童扶養手当の支
　給対象となる場合があります。
　　詳しくは、福祉課子育て支援室までお問い合
　わせください。児童扶養手当を受給するために
　は、申請（認定請求）が必要です。
　　　  福祉課子育て支援室 ☎52-1111内線138
　　　   市民福祉課福祉健康G ☎57-2121（代表）
　　　   市民福祉課福祉健康G ☎58-2111（代表）
　　　   市民福祉課福祉健康G ☎56-2111（代表）
　　　   市民福祉課福祉健康G ☎55-2111（代表）
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